
大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システムの利用に関する取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成 17年大阪市

規則第 181号。以下「規則」という。）に基づき、大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理シス

テムを利用する場合の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で使用する用語の意義は、大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

条例（平成 17 年大阪市条例第 86 号）及び規則で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めると

ころによるものとする。 

⑴ 「オンライン申請システム」とは、大阪市一般廃棄物収集運搬業許可に係る申請等手続を、インタ

ーネットを経由して受付処理する電子情報処理組織をいい、環境局事業部一般廃棄物指導課が所管

する大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システムをいう。 

⑵ 「ＩＤ」とは、本市が設定しオンライン申請システムに備えられたファイルに登録する識別符号を

いう。 

⑶ 「パスワード」とは、申請等を行う者を確認することを目的として、申請等を行う者が設定しオン

ライン申請システムに備えられたファイルに登録する暗証符号をいう。 

⑷ 「許可業者」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第７条第１項

の規定により、大阪市長の許可を受けた者のうち事業の範囲が「ごみ」の者をいい、法人の場合は代

表者、個人事業主の場合は許可名義人のことをいう。 

⑸ 「利用者登録」とは、申請等手続を行う者の氏名、その他の必要な基本項目をオンライン申請シス

テムに備えられたファイルに登録することをいう。 

⑹ 「届出・申請番号」とは、許可業者がオンライン申請システムを利用して行った申請等手続を特定

するため、同システムが当該申請等に対して付与する番号をいう。 

⑺ 「従業者名簿」とは、大阪市一般廃棄物処理業許可事務取扱要綱第３号様式により作成する名簿を

いう。 

⑻ 「従業者等顔写真」とは、大阪市一般廃棄物処理業許可事務取扱要綱第 15号様式における顔写真

をいう。 

⑼ 「緊急時連絡先」とは、大阪市一般廃棄物処理業許可事務取扱要綱第 13号様式に記載する連絡先

をいう。 

 

（システムを利用する者を確認するための措置） 

第３条 規則第４条第２項ただし書及び同条第３項に規定する市長が別に定める方法は、申請等手続を

行う者がオンライン申請システムにログイン（当該者にかかる電子計算機を接続して使用を開始する

ことをいう。）をする際に、ＩＤ及びパスワードを送信する方法とする。 

 

（利用者登録項目） 

第４条 利用者登録の内容は、次の各号に掲げる項目とする。 



⑴ 許可番号 

⑵ 許可業者の法人名称又は屋号 

⑶ 氏名 

⑷ ＩＤ 

⑸ パスワード 

 

（利用者登録の条件） 

第５条 許可業者が利用者登録を行える者は、次のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 従業者名簿及び従業者等顔写真の届出がある者 

⑵ 許可業者から委任を受けて申請等手続を行う者 

 

（利用者の登録手続） 

第６条 許可業者は、前条各号に掲げる者の利用者登録を行おうとする場合は、大阪市一般廃棄物収集運

搬業許可業者情報管理システム利用者登録申請書（第１号様式）を市長に届け出しなければならない。 

２ 市長は、前項の利用者登録を受けようとする者が前条に規定する条件に適合すると認めるときは、オ

ンライン申請システムに備えられたファイルに利用者登録を行い、当該利用者に対し大阪市一般廃棄

物収集運搬業許可業者情報管理システム利用者登録通知書（第２号様式）にて通知する。 

３ オンライン申請システムの利用者登録は、同一許可業者における同一個人の重複を認めないものと

し、１許可業者につき４名を上限とする。 

 

（許可業者の責任） 

第７条 許可業者は、次の各号に掲げるオンライン申請システムの利用に伴う情報を管理するものとす

る。 

⑴ 届出・申請番号 

⑵ 許可業者若しくは利用者が、申請等手続に伴い作成又は取得し管理している電子情報 

２ 許可業者は、オンライン申請システムを利用するために必要なすべての機器（ソフトウェア及び通信

手段に係るものを含む）を自己の負担において準備するものとする。また、オンライン申請システムを

利用するために必要な通信費用等、オンライン申請システムの利用に係る一切の費用は、許可業者の負

担とする。 

３ 許可業者は、自己の責任及び管理の下、利用者にオンライン申請システムを利用させるものとする。 

４ 許可業者は、オンライン申請システムの利用に際して第三者に対して損害または不利益を与えた場

合、自己の負担及び責任においてこれを解決するものとし、本市は一切の責任を負わないものとする。 

 

（ＩＤ及びパスワードの管理） 

第８条 利用者は、登録したＩＤ及びパスワードを他人に漏らしてはならない。 

２ 利用者は、パスワードを変更しようとする場合は、新しいパスワードの登録をオンライン申請システ

ムにより行うこととする。 

３ 利用者は、登録したＩＤ及びパスワード若しくはそのいずれかを失念した場合は、一般廃棄物指導課

に届け出ることとし、窓口にて再交付を受けること。 



 

（登録の削除） 

第９条 許可業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当する場合、大阪市一般廃棄物収集運搬業許

可業者情報管理システム利用者登録削除届（第３号様式）により事由が発生した日から 10日以内に市

長に届出なければならない。 

⑴ 許可業者が、利用登録を受けた者のオンライン申請システムの利用を停止させるとき 

⑵ 利用者が従業者名簿又は従業者等顔写真から削除されたとき 

⑶ 許可業者が、利用登録を受けた第三者との間の委任関係を変更又は終了したとき 

２ 市長は、前項の届出を受けたときは、オンライン申請システムに備えられたファイルから当該 

利用者情報を抹消する。 

 

（登録の抹消） 

第 10 条 市長は、利用者が次の各号に定める場合のいずれかに該当する行為を行ったと認める時には、

許可業者の同意の有無にかかわらず登録情報を抹消することができる。 

⑴ 条例等に違反した利用又はその恐れがあるとき 

⑵ 利用者登録した者が第５条に規定する条件に適合しなくなったとき 

⑶ オンライン電子申請システムを利用して行った申請・届出等した内容に不備があり、当該内容の修

正を長期間行わないとき 

⑷ オンライン申請システムの運営を故意に妨害する行為があったとき 

⑸ オンライン申請システムの利用に関して不正があったとき 

⑹ 前各号のほか、市長がオンライン申請システムの安全な運用に支障があると認めたとき 

 

（市長等の使用に係る電子計算機） 

第 11条 規則第４条第１項及び同条第４項に規定する市長等の使用に係る電子計算機は、オンライン申

請システムを構成する電子計算機とする。 

 

（添付文書等の取扱い） 

第 12条 許可業者は、オンライン申請システムを使用して申請等を行うときに電磁的記録として作成さ

れない書面等について、オンライン申請システムから出力した添付書類送付書を使用して提出するこ

ととし、その場合、郵送等により送付することができる。 

２ 大阪市一般廃棄物収集運搬業許可事務取扱要綱の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申

請等（副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。）について、オンライン申請システムを使用

して申請等が行われたときは、規則第４条第５項に基づき当該申請等に係る必要な数の書面等が提出

されたものとみなす。 

 

（利用時間及び利用の停止等） 

第 13条 電子申請システムの利用時間は、原則として午前８時から午後 10時までとする。 

２ 市長は次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、事前にオンライン申請システムに掲載し

て、オンライン申請システムの利用の停止、休止又は中断をすることができる。ただし、緊急を要する



場合には、事前の予告なくオンライン申請システムの利用の停止、休止又は中断をすることができるも

のとする。 

⑴ オンライン申請システムを構成する機器等の保守点検が予定される場合 

⑵ 天災、事変等の発生によりオンライン申請システムに重大な障害が発生した場合 

⑶ その他、市長がオンライン申請システムの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合 

 

（通知方法） 

第 14条 オンライン申請システムからの利用者への通知は、緊急時連絡先に記載された電子メールアド

レスへ電子メールを送付する方法（以下「電子メールによる通知」という。）又は市長が適当と判断し

た方法により行うものする。 

２ 電子メールによる通知は、当該通知が延着または不着となった場合であっても、通常到達すべき時に

到達したものとみなす。 

 

（利用可能な文字） 

第 15条 オンライン申請システムにおいて使用可能な文字符号化形式はＵＴＦ－８とする。 

２ 前項に掲げる文字の範囲に含まれない文字については、申請者の判断により、前項に掲げる文字の範

囲から代替文字を選択するものとする。 

 

（利用料金） 

第 16条 オンライン申請システムの利用は無料とする。 

 

（その他） 

第 17条 この要綱に定めるものを除くほか、オンライン申請システムの利用に関し必要な事項は、環境

局長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



第１号様式 

 

 

大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システム利用者登録申請書 

 

申請日         年  月  日  

 

 

 大阪市長 様 

 

申請者                  

住所                  

氏名                 

（法人にあっては名称及び代表者の氏名 個人にあっては屋号及び氏名） 

 

 

 大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システムに関する取扱要綱（以下「要綱」

という。）第６条第１項の規定により、下記の者について大阪市一般廃棄物収集運搬業許

可業者情報管理システムの利用者登録を受けたいので、次のとおり申請します。 

記 

 

許可業者 

許可番号    ―     

法人名称又は屋号  

登録を受けたい者 

ふりがな  

氏名  

 

【備考】 

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

２ 複数の者の登録の申請をする場合は、従業者ごとに本申請書を作成することとする。 

３ 登録を受けようとする者が要綱第５条第２号に規定に該当する場合、本書と併せて

委任状を提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

受 付 印 

 

従業者 NO 登 録 日 課  長 課長代理 係  長 係  員 

      
/ 

    

実印 



 

 

第２号様式 

 

大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システム利用者登録通知書 

 

大阪市長        

 

   年 月 日付けで申請のあった大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理シ

ステム利用者登録については、次のとおり利用者登録を行いましたので、大阪市一般廃棄

物収集運搬業許可業者情報管理システムに関する取扱要綱第６条第２項の規定により通知

します。 

 

記 

 

許可業者 

許可番号    ―     

法人名称又は屋号  

利用者氏名  

利用者ＩＤ 

                    

                    

初期パスワード 

                    

                    

【備考】 

１ 大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システムの利用にあたり、最初に初

期パスワードを変更してください。 

２ パスワードの入力規則、利用可能な文字については以下のとおりです。 

（入力制限） 

・文字数は８文字以上 20 文字以内 

・「半角英字」「半角数字」の両方を含む 

・ログインＩＤと同じものは登録不可 

（利用可能文字） 

・半角英数字 

・半角記号（！”＃＄％＆’（）＝～｜－＾‘｛｝［］＠；：＋＊，．＜＞？＿） 

３ 本書を紛失した際は、速やかに一般廃棄物指導課まで連絡して下さい。 

４ 大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システムでは、クライアント証明書

により、システムを利用できる端末を制限しています。 

システムを利用する前に、端末にクライアント証明書をインストールしてください。 

 

大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システム 

オンライン申請ページＵＲＬ 

 https:// 



 

 

第３号様式 

 

大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システム利用者登録削除届 

 

届出日         年  月  日  

 

 大阪市長 様 

届出者                  

住所                  

氏名                 

（法人にあっては名称及び代表者の氏名 個人にあっては屋号及び氏名） 

 

 

 下記の者について、大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システムの利用を廃

止したいので、大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システムに関する取扱要綱

第９条の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

 

許可業者 

許可番号    ―     

法人名称又は屋号  

利用者 ID を削除する者 

ふりがな  

氏名  

 

【備考】 

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

２ 複数の利用者について廃止の届出をする場合は、利用者ごとに本届出書を作成する

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 付 印 

 

従業者 NO 削 除 日 課  長 課長代理 係  長 係  員 

      
/ 

    

実印 


